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〔 １ 〕  は じ め に  

 本 論 文 で は 、 テ ー マ で あ る 「 Ｉ Ｉ Ａ 「 国 際

基 準 」 又 は 日 本 内 部 監 査 協 会 「 内 部 監 査 基 準 」 

の 遵 守 に 向 け た わ が 社 の 内 部 監 査 の 課 題 」 に

つ い て 、 以 下 の よ う な 構 成 で 考 察 し て み る こ

と と し た い 。 ま ず 第 一 に Ｉ Ｉ Ａ 「 国 際 基 準 」

又 は 日 本 内 部 監 査 協 会 「 内 部 監 査 基 準 」 を 包

含 す る 「 内 部 監 査 の 専 門 的 実 施 の 国 際 フ レ ー

ム ワ ー ク 」 の 概 要 を 示 し 、 次 に Ｉ Ｉ Ａ 「 国 際

基 準 」 に つ い て 記 述 す る 。 そ の 上 で わ が 社 の

内 部 監 査 の 現 状 を 説 明 し 、 最 後 に 「 基 準 」 遵

守 へ 向 け た 、 わ が 社 の 内 部 監 査 の 課 題 を 考 察

し て い き た い と 思 う 。  

  

１ 、  Ｉ Ｉ Ａ 「 国 際 基 準 」 又 は 日 本 内 部 監  

査 協 会 「 内 部 監 査 基 準 」 を 包 含 す る 「 内 部  

監 査 の 専 門 的 実 施 の 国 際 フ レ ー ム ワ ー ク 」 の  

全 体 像  

実 際 的 に 、 Ｉ Ｉ Ａ 「 国 際 基 準 」 又 は 日 本 内

部 監 査 協 会 「 内 部 監 査 基 準 」 を 包 含 す る  

「 内 部 監 査 の 専 門 的 実 施 の 国 際 フ レ ー ム ワ ー  

ク 」（ I n t e r n a t i o n a l   P r o f e s s i o n a l  

P r a c t i c e s  F r a m e w o r k ）  と は 、 ど の よ う な  

枠 組 み で あ ろ う か 。 Ｉ Ｉ Ａ が 内 部 監 査 の 指 針  

と し て 発 表 し た も の で 、 目 的 は Ｉ Ｉ Ａ の 権 威  

あ る ガ イ ダ ン ス を 各 国 の 内 部 監 査 人 が 適 切 な  

時 期 に 利 用 可 能 な よ う に 、 体 系 化 し た も の で  

あ り 、 中 身 は 「 定 義 」、「 倫 理 綱 要 」、「 内 部 監  

査 の 専 門 的 実 施 の 国 際 基 準 」、「 ポ ジ シ ョ ン ペ  

ー パ ー 」、「 実 践 要 綱 」（ プ ラ ク テ ィ ス ・ ア ド バ  
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イ ザ リ ）、「 プ ラ ク テ ィ ス ・ ガ イ ド 」 か ら 構 成  

さ れ る 。 な お 内 部 監 査 の 専 門 職 的 実 施 の 国 際

基 準 」 は 「 人 的 基 準 」、「 実 施 基 準 」、「 実 施 準

則 」 に 分 類 さ れ る 。  

ま た 、「 内 部 監 査 の 専 門 的 実 施 の 国 際 フ レ ー  

ム ワ ー ク 」 は 大 き く ２ つ に 分 け ら れ 、 一 つ 目  

は 「 内 部 監 査 の 定 義 」、「 倫 理 綱 要 」、「 内 部 監  

査 の 専 門 職 的 実 施 の 国 際 基 準 」 が 属 す る 「 強  

制 的 な ガ イ ダ ン ス 」（ m a n d a t o r y  g u i d a n c e ）

で あ る 。  

２ つ 目 は 「 ポ ジ シ ョ ン ・ ペ ー パ ー 」、「 実 践  

要 綱 」、「 プ ラ ク テ ィ ス ・ ガ イ ド 」 が 属 す る  

「 強 く 推 奨 さ れ る ガ イ ダ ン ス 」 と な る 。  

こ こ で い う 「 強 制 的 な ガ イ ダ ン ス 」 と は 内  

部 監 査 活 動 を 実 施 す る す べ て の 内 部 監 査 人 は  

遵 守 が 義 務 付 け ら れ て い る 概 念 で 厳 し い 適 用  

が 要 求 さ れ る 。 一 方 「 強 く 推 奨 さ れ る ガ イ ダ  

ン ス 」 は 、 強 制 的 で は な く 、 あ く ま で も 内  

部 監 査 人 の 専 門 職 的 判 断 に よ る 適 合 を 望 ん で  

い る 。  

実 践 要 綱 １ ２ ２ ０ － １ ： 専 門 職 と し て の 正 当  

な 注 意 は 、「 強 く 推 奨 さ れ る ガ イ ダ ン ス 」 に  

含 ま れ る 。  

２ 、「 内 部 監 査 の 専 門 的 実 施 の 国 際 フ レ ー ム  

ワ ー ク 」 の 個 々 の 要 素 に つ い て 考 察 し て い き

た い と 思 う 。  

  イ ) 「 定 義 」 に つ い て  

定 義 の な か で も 最 も 重 要 な「 内 部 監 査 の 定 義 」 

に つ い て だ が 、 内 部 監 査 人 協 会 の 定 義 よ り 引  

用 す る と  
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「 内 部 監 査 は 、 組 織 体 の 運 営 に 関 し 価 値 を  

付 加 し 、 ま た 改 善 す る た め に 行 わ れ る 独 立  

に し て 、 客 観 的 な ア シ ュ ア ラ ン ス お よ び コ  

ン サ ル テ ィ ン グ 活 動 で あ る 。 内 部 監 査 は 、 

組 織 体 の 目 標 の 達 成 に 役 立 つ こ と に あ る 。 

こ の た め に リ ス ク ・ マ ネ ジ メ ン ト 、 コ ン ト  

ロ ー ル お よ び ガ バ ナ ン ス の 各 プ ロ セ ス の  

有 効 性 の 評 価 、 改 善 を 内 部 監 査 の 専 門 職 と  

し て 規 律 あ る 姿 勢 で 体 系 的 な 手 法 を も っ  

て 行 う 。」  

注 １  

                            

さ て 、 こ の 重 要 な 定 義 の 意 味 に つ い て 考 察  

し て み る と 、 ① 組 織 体 の 目 標 達 成 に 貢 献 す る  

こ と 、 ② 改 善 点 を 発 見 す る こ と 、 ③ リ ス ク ・  

マ ネ ジ メ ン ト 、 コ ン ト ロ ー ル 、 ガ バ ナ ン ス ・  

プ ロ セ ス の 有 効 性 を 評 価 し 、 固 有 リ ス ク の 軽  

減 を 図 る こ と で は な い か と 思 わ れ る 。 ア シ ュ  

ア ラ ン ス 業 務 と は 、 監 査 対 象 部 門 業 務 へ の 内  

部 監 査 部 門 が 行 う 合 理 的 保 証 を 意 味 し 、 コ ン  

サ ル テ ィ ン グ 活 動 と は 依 頼 部 門 の 立 場 に た っ  

て 、 依 頼 部 門 へ の ア ド バ イ ス な ど を 行 う 活 動  

で あ る 。  

  ロ ）「 倫 理 綱 要 」（ C o d e  o f  E t h i c s ） に つ  

い て  

「 倫 理 綱 要 」 は 、 内 部 監 査 の 実 践 に 関 す る

『 原 則 』 で あ り 、『 行 為 規 範 』 で あ る 。  

『 原 則 』 は 、 ① 誠 実 性 、 ② 客 観 性 、 ③ 秘 密 の

保 持 、 ④ 専 門 的 能 力 に 分 け ら れ 、『 行 為 規 範 』

は 、 内 部 監 査 人 と し て と る べ き 態 度 を 規 定 し
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て い る 。 特 に ④ 専 門 的 能 力 の 項 目 で 「 4 . 3 自  

ら の 能 力 、 お よ び そ の 業 務 の 有 効 性 と 質 と  

を 継 続 的 に 向 上 さ せ る 。」 は 内 部 監 査 部 門 維  

持 の た め 、 重 要 で あ る と 思 う 。  

注 ２   

ま た 「 倫 理 綱 要 」 は 、 強 制 的 な ガ イ ダ ン ス  

（ m a n d a t o r y  n a t u r e ） で あ り 、 す べ て の 内 部  

監 査 人 が 遵 守 し な け れ ば な ら な い 性 質 の も の  

で あ る 。  

  ハ ）「 内 部 監 査 の 専 門 的 実 施 の 国 際 基 準 」 

「 内 部 監 査 の 専 門 的 実 施 の 国 際 基 準 」 は 広  

範 囲 に 多 様 な 法 的 及 び 文 化 の 環 境 で 実 施 さ れ  

る 内 部 監 査 に お い て 、 内 部 監 査 活 動 の 国 際 基  

準 と な る よ う 意 図 さ れ 、 設 計 さ れ た も の で あ  

る 。「 基 準 」 は 、 無 論 、 す べ て の 内 部 監 査 人 が  

遵 守 し な け れ ば な ら な い と い う 強 制 的 な ガ イ  

ダ ン ス （ m a n d a t o r y  g u i d a n c e ） で あ る 。  

ニ ）「 ポ ジ シ ョ ン ・ ペ ー パ ー 」  

「 ポ ジ シ ョ ン ・ ペ ー パ ー 」 は 、 内 部 監 査 人  

に 限 ら ず 、 取 締 役 会 、 経 営 者 も 含 め 、 利 害 関  

係 者 が 、 重 要 な ガ バ ナ ン ス 、 リ ス ク 、 コ ン ト  

ロ ー ル （ e x .  Ｅ Ｒ Ｍ ） に 関 し て の 役 割 と 責 任  

を 明 確 に し て い る 。 強 く 推 奨 さ れ る ガ イ ダ ン  

ス （ s t r o n g l y  r e c o m m e n d e d  g u i d a n c e ） で あ り  

強 制 的 で は な い 。  

ホ ）「 実 践 要 綱 」（ プ ラ ク テ ィ ス ・ ア ド バ  

イ ザ リ ）  

 「 内 部 監 査 の 定 義 」、「 倫 理 綱 要 」、「 内 部 監  

査 の 専 門 的 実 施 の 国 際 基 準 」 は 、 理 念 の 性 質

が 強 い が 、「 実 践 要 綱 」 は 、 実 際 的 に 「 何 を し
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て 、 何 を し て は だ め か 」 な ど 、 ガ イ ダ ン ス  

方 法 論 を 提 供 し て い る 。 や は り 強 く 推 奨 さ れ

る ガ イ ダ ン ス （ s t r o n g l y  r e c o m m e n d e d  

g u i d a n c e ） で あ り 強 制 的 で は な い 。  

  へ ） プ ラ ク テ ィ ス ・ ガ イ ド  

 プ ラ ク テ ィ ス ・ ガ イ ド は 内 部 監 査 実 施 に つ  

い て の 詳 細 な ガ イ ダ ン ス で あ り 、「 方 針 説 明  

書 」 で あ る 。 実 際 に は ① 「 Ｉ Ｔ 監 査 の 国 際 的  

ガ イ ダ ン ス 」（ Ｇ Ｔ Ａ Ｇ ）（ e x ． Ｉ Ｔ ア ウ ト  

ソ ー シ ン グ 、 Ｂ Ｃ Ｍ に つ い て ）、 ② 「 リ ス ク に  

基 づ く Ｉ Ｔ 全 般 統 制 評 価 範 囲 に 関 す る ガ イ  

ド 」（ Ｇ Ａ Ｉ Ｔ ） が あ り 、 Ｃ Ａ Ｅ （ 内 部 監 査 部  

門 長 ） の 視 点 か ら の 質 問 条 項 な ど が 、 詳 細 に

記 述 さ れ て い る 。 強 く 推 奨 さ れ る ガ イ ダ ン ス

に 属 す る 。  

 

〔 ２ 〕 Ｉ Ｉ Ａ 「 国 際 基 準 」 の 理 解  

１ 、 Ｉ Ｉ Ａ 「 国 際 基 準 」 の 構 成  

Ｉ Ｉ Ａ 「 国 際 基 準 」 は 、「 人 的 基 準 」

（ A t t r i b u t e  S t a n d a r d s ) 、「 実 施 基 準 」

（ P e r f o r m a n c e  S t a n d a r d s ）、「 実 施 準 則 」

（ I m p l e m e n t a t i o n  S t a n d a r d s ) に 分 類 さ れ る 。 

  イ ）「 人 的 基 準 」（ A t t r i b u t e  S t a n d a r d s )  

「 人 的 基 準 」 は 内 部 監 査 業 務 を 実 施 す る 部  

門 、 組 織 、 内 部 監 査 人 に 求 め ら れ る 性 質 に つ  

い て 決 め ら れ て い る 。 主 に 内 部 監 査 部 門 の 組  

織 上 の 「 独 立 性 」 や 内 部 監 査 人 の 「 客 観 性 」  

が 「 基 準 」 で 求 め ら れ て い る 。  

  ロ ）「 実 施 基 準 」（ P e r f o r m a n c e  

S t a n d a r d s ）  



8 

 

「 実 施 基 準 」 は 内 部 監 査 の 各 段 階 に つ い て  

必 要 な 要 件 な ど が 定 め ら れ て い る 。  

主 に 内 部 監 査 部 門 長 （ Ｃ Ａ Ｅ ） の 役 割 、 リ ス  

ク ・ マ ネ ジ メ ン ト 、 コ ン ト ロ ー ル 、 ガ バ ナ ン  

ス に つ い て の 評 価 な ど が 、 実 施 基 準 と し て 規  

定 さ れ て い る 。  

  ハ ）「 実 施 準 則 」  

 「 実 施 準 則 」 は 、「 ア シ ュ ア ラ ン ス 業 務 」 や  

「 コ ン サ ル テ ィ ン グ 業 務 」 な ど の サ ー ビ ス を  

提 供 す る 内 部 監 査 人 や 内 部 監 査 部 門 に 対 し  

要 件 を 提 示 す る 。「 ア シ ュ ラ ン ス 業 務 」 は 「 Ａ 」 

で 示 し 、「 コ ン サ ル テ ィ ン グ 業 務 」 は 「 Ｃ 」 が  

基 準 番 号 の 頭 文 字 に 付 さ れ て い る 。  

２ 、  Ｉ Ｉ Ａ 「 国 際 基 準 」 の 目 的 に つ い て  

イ ） 内 部 監 査 の 実 務 に お い て 範 と す る  

基 本 原 則 を 叙 述 す る こ と  

ロ ） 広 範 な 付 加 価 値 の 高 い 内 部 監 査 を  

実 施 し 、 推 測 す る た め の フ レ ー ム  

ワ ー ク を 提 供 す る こ と  

ハ ） 内 部 監 査 の 業 務 を 評 価 す る た め の  

基 礎 を 確 立 す る こ と  

二 ） よ り 高 い 組 織 的 な プ ロ セ ス や 業 務  

の 実 施 で あ る よ う に 支 援 す る こ  

と  

注 ３                      

 

Ｉ Ｉ Ａ 「 国 際 基 準 」 の 目 的 は 内 部 監 査 の

実 務 に お い て 守 ら な け れ ば な ら な い 基 本 原

則 を 提 示 し 、 内 部 監 査 自 体 を 高 付 加 価 値 の

あ る も の と し 、 内 部 監 査 の 品 質 評 価 （ 内 部
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評 価 、 外 部 評 価 ） の 観 点 か ら 実 施 す る 基 準

を 提 供 す る 。 ま た 内 部 監 査 部 門 は 、 組 織 的

な 業 務 の 実 施 に 貢 献 す る 。以 上 ４ 点 で あ る 。 

   

〔 ３ 〕 わ が 社 の 内 部 監 査 の 現 状  

１ 、「 人 的 基 準 」 に つ い て の 理 解 と わ が 社

の 内 部 監 査 の 現 状   

  １ ０ ０ ０ － 目 的 、 権 限 お よ び 責 任  

「 内 部 監 査 部 門 の 目 的 、 権 限 お よ び 責 任 は 、 

Ｉ Ｉ Ａ が 定 め る 内 部 監 査 の 定 義 、 倫 理 綱 要  

お よ び こ の 内 部 監 査 の 専 門 的 実 施 の 国 際  

基 準 （ 以 下 「 基 準 」 と い う ） に 適 合 し 、 内  

部 監 査 基 本 規 定 に お い て 正 式 に 定 義 さ れ  

な け れ ば な ら な い 。 内 部 監 査 部 門 は 、 内 部  

監 査 基 本 規 定 を 定 期 的 に 見 直 し 、 そ の 承 認  

を 得 る た め に 最 高 経 営 者 （ s e n i o r   

m a n a g e m e n t ） お よ び 取 締 役 会 に 提 出 し な け  

れ ば な ら な い 。」  

注 ４  

  

内 部 監 査 部 門 は 、「 目 的 」、「 権 限 」、 お よ び  

「 責 任 」 に お い て 「 内 部 監 査 基 本 規 定 」 に  

定 義 す べ き で あ る 。「 内 部 監 査 基 本 規 定 」 に ①  

組 織 体 内 で の 内 部 監 査 部 門 の 位 置 づ け （「 目  

的 」）、 ② 業 務 を 実 施 す る 上 で 必 要 と さ れ る 書  

類 、 物 的 資 産 へ の 無 制 限 の ア ク セ ス 権 限 （「 権  

限 」）、 ③ 内 部 監 査 部 門 の リ ス ク ・ マ ネ ジ メ ン  

ト 、 コ ン ト ロ ー ル 、 ガ バ ナ ン ス な ど 主 た る 業  

務 範 囲 の 定 義 （「 責 任 」） が 含 ま れ る 。  

ま た 、 内 部 監 査 部 長 （ Ｃ Ａ Ｅ ） は 「 内 部  
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監 査 基 本 規 定 」 を 経 営 幹 部 の 承 認 を 得 る の と  

同 時 に 取 締 役 会 に も 「 基 本 規 定 」 の 承 認 を 得  

な け れ ば な ら な い 。  

  １ １ ０ ０ － 独 立 性 と 客 観 性  

 「 内 部 監 査 部 門 は 組 織 上 独 立 し て い な け

れ ば な ら ず 、 か つ ま た 内 部 監 査 人 は 内 部 監

査 の 業 務 の 遂 行 に あ た っ て 客 観 的 で な け

れ ば な ら な い 。」  

 注 ５                        

  

イ ） 組 織 上 の 独 立 性 （ １ １ １ ０ ）  

「 内 部 監 査 部 門 長 は 、 内 部 監 査 の 責 任 を 果

た す こ と が で き る よ う に 組 織 体 内 の 一 定

以 上 の 階 層 に あ る も の に 直 属 し な け れ ば

な ら な い 。 内 部 監 査 部 門 長 は 少 な く と も 年

１ 回 、 内 部 監 査 部 門 の 組 織 上 の 独 立 性 の 確  

保 に つ い て 、 取 締 役 会 に 報 告 し な れ ば な ら

な い 。」  

注 ６                          

内 部 監 査 部 門 は 、 他 の い か な る 部 門 か ら

も 、 監 査 に 関 し て の 制 約 （ ① 監 査 範 囲 の 制

約 、 ② 監 査 対 象 部 門 か ら の 議 事 録 の 提 出 拒

否 、 従 業 員 の イ ン タ ビ ュ ー 拒 否 、 ③ 監 査 資

源 （ 人 、 金 、 時 間 ） に 対 し て の 制 約 な ど 、

決 し て 受 け て は な ら な ら ず 組 織 上 独 立 し

て い な け れ ば な ら な い 。  

ロ ） １ １ ２ ０ － 個 人 の 客 観 性  

「 内 部 監 査 人 は 、 公 正 丌 偏 の 態 度 を 保 持 し 、

利 害 関 係 を 有 し て は な ら な い 。」  

注 ７                               
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 客 観 性 と は 、 内 部 監 査 人 の 精 神 的 態 度 の 問

題 で あ り 、 例 え ば 、 被 監 査 セ ク シ ョ ン の 経 理

部 長 が 、 自 分 の 親 族 で あ っ た り 、 あ る い は 、

自 分 が 以 前 に い た 部 署 の 監 査 を 実 施 す る に あ

た っ て も 、 公 正 不 偏 の 態 度 で 臨 む べ き と い う

こ と で あ る 。  

わ が 社 の 内 部 監 査 部 門 は 、 客 観 性 に つ い て

の 内 部 監 査 基 準 を 本 当 に 遵 守 で き て い る だ

ろ う か ？ さ す が に 、 予 備 調 査 、 イ ン タ ビ ュ ー 、

実 査 、 講 評 会 、 監 査 報 告 書 に お い て 、『 客 観

性 』 と い う 言 葉 は 忘 れ た こ と が な い 。 現 在 、

被 監 査 セ ク シ ョ ン か ら 賄 賂 、 接 待 、 贈 答 品 を

受 け 取 っ て い る 監 査 人 も い な い と 思 う 。 し か

し 例 え ば 、 今 後 、 内 部 監 査 人 が 異 動 し た い と

思 っ て い る 部 の 監 査 を 甘 く し て し ま う と い

う 可 能 性 は な い だ ろ う か 。 異 動 し た い と 思 っ

て い る の だ か ら 、 被 監 査 セ ク シ ョ ン の 部 長 に

悪 い 印 象 は 与 え た く な い 。 よ っ て 監 査 時 に あ

ま り チ ェ ッ ク し な い と い う こ と は あ り 得 る

の で は な い か と 思 う 。  

は た し て 、 以 上 の よ う な 、「 個 人 の 客 観 性 の

侵 害 」 を 、 本 人 の 申 告 が な い 場 合 、 発 見 す る

こ と が 出 来 る の で あ ろ う か 。  

ハ ） １ １ ３ ０ 独 立 性 ま た は 客 観 性 の 侵 害  

「 事 実 と し て ま た は 外 観 と し て 、 独 立 性 あ  

る い は 客 観 性 が 損 な わ れ た 場 合 は 、 そ の 詳  

細 を 関 係 者 に 開 示 し な け れ ば な ら な い 。 な  

お 開 示 の 内 容 は そ の 侵 害 の 程 度 に よ り  

異 な る 」                     

 注 ８                             
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 各 内 部 監 査 人 は 、 客 観 性 が 事 実 上 そ こ な わ

れ て い る 場 合 や 、 客 観 性 侵 害 の 可 能 性 あ り と

判 断 し た 場 合 は 、 内 部 監 査 部 長 に 報 告 す る よ

う に な っ て い る 。 し か し 、 さ き ほ ど の ケ ー ス

の 場 合 、 本 人 の 申 告 が な け れ ば 、 だ れ も 気 づ

き 得 な い 。 各 内 部 監 査 人 が 「 他 の 内 部 監 査 人

の 客 観 性 の 侵 害 」 を 発 見 で き る 仕 組 み が わ が

社 に は な い の で は な い か と 思 う 。  

ニ ） １ ２ ０ ０ － 熟 達 し た 専 門 能 力 お よ び 専

門 職 と し て の 正 当 な 注 意  

「 内 部 監 査 （ ア シ ュ ア ラ ン ス お よ び コ ン サ

ル テ ィ ン グ ） の 個 々 の 業 務 は 、 熟 達 し た 専

門 的 能 力 と 専 門 職 と し て の 正 当 な 注 意 と

を も っ て 遂 行 さ れ な け れ ば な ら な い 」  

  注 ９  

ホ ） １ ２ １ ０ － 熟 達 し た 専 門 的 能 力  

「 内 部 監 査 人 は 自 ら の 責 任 を 果 た す た め

に 必 要 な 「 知 識 ・ 技 能 ・ そ の 他 の 能 力 」 を

備 え て い な け れ ば な ら な い 。 さ ら に 内 部 監

査 部 門 は 部 門 の 責 任 を 果 た す た め に 必 要

な 「 知 識 ・ 技 能 ・ そ の 他 の 能 力 を 、 部 門 総

体 と し て 備 え て い る か ま た は 備 え て い る

よ う に し な け れ ば な ら な い 。」 注 １ ０  

内 部 監 査 人 は 、 内 部 監 査 の 基 準 、 監 査 手 続

き 、 監 査 技 術 を 実 務 で 活 用 す る た め 必 要 な 知

識 、 技 能 お よ び そ の 他 の 能 力 を も っ て い な け

れ ば な ら な い 。 内 部 監 査 部 長 は 、 １ 人 １ 人 が

違 っ た 分 野 で の エ キ ス パ ー ト を 育 成 す る と 同

時 に 、 内 部 監 査 活 動 を 遂 行 す る た め の  

専 門 的 能 力 を 、 内 部 監 査 部 門 全 体 と し て 確 保



13 

 

す る 責 任 を 負 う 。 ま た 、 内 部 監 査 に 最 適 な  

専 門 的 な 能 力 を 持 つ も の を 確 保 で き な い 場 合

外 部 の 専 門 家 を 活 用 し な け れ ば な ら な い 。  

実 践 要 綱 １ ２ １ ０ － １ に 定 め ら れ て い て  

内 部 監 査 人 が 保 持 し て い な く て は い け な い 能

力 と レ ベ ル は ① 「 内 部 監 査 の 基 準 、 監 査 手 続

き 、 監 査 技 術 」 に 関 し て は 、『 専 門 的 能 力 』

（ p r o f i c i e n c y ） レ ベ ル 、 ② 「 会 計 原 則 、 財 務

報 告 プ ロ セ ス 」 は 『 熟 達 』（ p r o f i c i e n c y ） レ

ベ ル 、 ③ 「 不 正 の 兆 候 、 粉 飾 、 横 領 」 に 要 求

さ れ る 能 力 は 『 関 連 す る 知 識 』（ k n o w l e d g e ）

レ ベ ル 、 ④ 「 全 般 統 制 、 ア プ リ ケ ー シ ョ ン 統

制 の よ う な Ｉ Ｔ 統 制 、Ｉ Ｔ を 使 っ た 監 査 技 法 」

は 『 関 連 す る 知 識 』（ k n o w l e d g e ） レ ベ ル 、 ⑤

「 経 営 管 理 の 原 則 」 に 要 求 さ れ る 知 識 は 「 理

解 」（ u n d e r s t a n d i n g ） レ ベ ル 、 ⑥ 「 会 計 、 経

済 、税 務 な ど 」は『 正 し い 理 解 』（ a p p r e c i a t i o n ）

レ ベ ル で あ る 。 そ の 他 「 人 と 良 好 な 関 係 を 保

つ 能 力 」、「 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力 」 な ど が

挙 げ ら れ る 。  

わ が 社 で は 、 毎 年 度 始 め に 、「 自 己 申 告 書 」

を 提 出 し 、 今 期 の 自 己 啓 発 ス ケ ジ ュ ー ル を 申

告 す る 。 あ と は 、 個 別 に 時 期 を 選 び 受 講 申 請

書 を 部 門 長 へ 提 出 、 業 務 の 繁 閑 状 況 に よ り 内

部 監 査 部 門 長 が 判 断 し 、 受 講 が 許 可 さ れ る 。

内 部 監 査 人 に 必 要 と さ れ る 能 力 に 関 し て 、 ま

ず も っ て 、 以 上 の 能 力 を す べ て 同 時 に 満 た し

て い る 内 部 監 査 人 は 、 皆 無 に 等 し い 。 個 々 の

専 門 的 能 力 に 関 し て は 情 報 シ ス テ ム 関 係 に

強 い 人 間 が 多 い た め 、 ④ 「 全 般 統 制 、 ア プ リ



14 

 

ケ ー シ ョ ン 統 制 な ど Ｉ Ｔ 統 制 な ど 」 の 要 求 水

準 で あ る 『 関 連 す る 知 識 』 レ ベ ル 以 上 の ス タ

ッ フ は 多 い 。 ま た ② の 「 会 計 原 則 、 財 務 報 告

プ ロ セ ス 」 に も 強 い ス タ ッ フ は い る 。 た だ 、

⑤ 「 経 営 管 理 の 原 則 」 な ど に 詳 し い ス タ ッ フ

が い な い の で 、「 業 績 監 査 」 な ど に 踏 み 込 め

な い で い る 。 仮 に 外 部 へ ア ウ ト ソ ー シ ン グ を

す る と し て も 、 経 営 の 根 幹 に 関 わ る 部 分 な の

で 、 外 部 の コ ン サ ル テ ィ ン グ 会 社 に 依 頼 し に

く い の で あ る 。  

( a ) 外 部 の コ ン サ ル テ ィ ン グ 会 社 を 監 査 に

使 用 す る 場 合 の 問 題 点 と し て 、 外 部 の コ ン サ

ル テ ィ ン グ 会 社 が 内 部 監 査 を す る た め の 必

要 な 知 識 、 技 能 、 能 力 を 備 え て い る か 評 価 す

る 必 要 が あ る 。  

具 体 的 に は 、 次 の ３ 点 が 必 要 で あ る 。 ① 専

門 分 野 に お い て の 「 ラ イ セ ン ス 」 で あ る 。 ②

コ ン サ ル テ ィ ン グ 会 社 の 評 判 も 必 要 で あ る 。

こ の 評 判 だ が 、 第 ３ 者 的 評 価 が で き る 存 在 が

な か な か 見 つ か ら な い た め 、 む ず か し い と 思

う 。 自 社 内 で 当 該 コ ン サ ル テ ィ ン グ 会 社 に つ

い て ヒ ア リ ン グ し て も 、 依 頼 先 の 部 署 、 依 頼

内 容 が 違 う た め 、 あ ま り 参 考 に は な ら な い 。

ま た 他 の 外 部 コ ン サ ル テ ィ ン グ 会 社 か ら の

情 報 提 供 も 、 当 該 企 業 と 競 合 し て い る た め  

公 平 な 立 場 で の 評 価 は 得 が た い と 思 う 。 ③ 監

査 依 頼 対 象 業 務 に 対 し て の 外 部 コ ン サ ル テ

ィ ン グ 会 社 の キ ャ リ ア （ 実 績 、 経 験 年 数 、 ス

キ ル セ ッ ト ） の 把 握 が 必 要 と な る 。  

( b ) コ ン サ ル テ ィ ン グ 会 社 の 独 立 性 及 び 客
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観 性 の 評 価 も 必 要 と な る 。  

仮 に 、 業 績 監 査 の コ ン サ ル タ ン ト が 経 営 者

の 昔 か ら の 知 り 合 い で あ っ た り 、 取 締 役 会 の

メ ン バ ー と コ ン サ ル タ ン ト に 利 害 関 係 が あ

っ た り 、 個 人 的 な 関 係 が な い か 確 認 す る 必 要

が あ る 。 大 部 分 の 自 社 内 の 業 者 は 、 な ん ら か

の 関 係 を 辿 っ て 、 取 引 先 と な っ て い る た め  

十 分 注 意 が 必 要 で あ る 。  

ま た 、 依 頼 コ ン サ ル テ ィ ン グ 会 社 が 評 価 す

る 対 象 セ ク シ ョ ン の 業 務 に 対 し 、 以 前 コ ン サ

ル テ ィ ン グ 業 務 を 提 供 し て い た り す る 場 合

が あ る 。 依 頼 先 の 選 定 が 難 し い 場 合 、 一 社 に

集 中 し て 、 発 注 す る 場 合 が 多 い の で 、 意 外 と

あ り 得 る の で あ る 。 独 立 的 、 客 観 的 な 立 場 で

評 価 が で き る か ど う か 確 認 が 必 要 で あ る 。  

 

ヘ ） １ ２ ２ ０ － 専 門 職 と し て の 正 当 な 注 意  

「 内 部 監 査 人 は 、 平 均 的 に し て か つ 十 分

な 慎 重 さ と 能 力 を 備 え る 内 部 監 査 人 に 期

待 さ れ る 注 意 を 払 い 技 能 を 適 用 し な け れ

ば な ら な い 。 専 門 職 と し て の 正 当 な 注 意 と

は 全 く 過 失 の な い こ と を 意 味 す る も の で

は な い 。」          

  注 １ １                            

 こ の 「 内 部 監 査 基 準 」 で 大 切 な こ と は 、 内

部 監 査 人 に 要 求 さ れ る 「 正 当 な 注 意 」 と は  

誤 謬 、 過 失 の な い こ と を 表 し て い る 訳 で は な

く 、 合 理 的 な （ 高 い レ ベ ル で は あ る が 絶 対 的

で は な い ） 注 意 と 能 力 と を 意 味 す る 。  

わ が 社 で 見 ら れ る 重 大 な 不 正 行 為 が 発 生 す
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る 可 能 性（ e x . ① 売 上 現 金 を 営 業 が 管 理 し て い

て 『 職 務 の 分 離 』 が で き て い な い 状 況 、 ま た

は ② 業 務 の 非 効 率 性 、 浪 費 な ど が 進 ん で い る

場 合 、 ③ 現 場 で 過 失 、 失 念 が 数 多 く 発 生 し て

い る 状 況 ） な ど で は 、 当 然 正 当 な 注 意 を 払 う

こ と を 要 求 さ れ る 。  

ま た 、 わ が 社 で は 内 部 監 査 を 実 施 す る に あ

た っ て 、 内 部 監 査 の 「 目 的 」、「 範 囲 」、「 頻 度 」、

「 期 間 」 な ど を 、 そ れ ぞ れ の 部 門 の 『 固 有 リ

ス ク 度 』、 あ る い は 『 重 要 度 』 を 無 視 し て 計

画 、 実 施 し て い た と し た ら 、 正 当 な 注 意 を 払

っ て い な い こ と に な る 。  

 

ニ ） 1 2 3 0 - 継 続 的 な 専 門 能 力 の 向 上  

「 内 部 監 査 人 は 継 続 的 な 専 門 能 力 の 向 上

を 通 じ て 、「 知 識 ・ 技 能 ・ そ の 他 の 能 力 」

を 高 め な け れ ば な ら な い 。」 注 1 2  

                    

内 部 監 査 人 は 、 基 準 、 手 続 き 、 監 査 技 法 や

専 門 職 団 体 へ の 加 盟 な ど 、 自 ら の 専 門 的 能 力

を 維 持 す る た め 、 継 続 的 な 教 育 を 受 け 、 自 己

研 鑽 を し な け れ ば な ら な い 。（ C o n t i n u i n g   

P r o f e s s i o n a l   E d u c a t i o n )   

わ が 社 で も 、 定 期 的 に 、 内 部 監 査 人 、 ス タ

ッ フ と も に 、 自 己 研 鑽 に 励 ん で い て 、「 内 部

監 査 協 会 」 の セ ミ ナ ー や 、 新 し い 監 査 技 術 の

習 得 に 励 ん で い る 。  

し か し 、 わ が 社 に お い て 、 中 期 計 画 （ ３ 年

計 画 ）を リ ス ク ベ ー ス で 策 定 し 、予 定 監 査（ e x .

情 報 セ キ ュ リ テ ィ 監 査 、 業 績 監 査 ） の 目 的 、
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範 囲 等 に つ い て は 計 画 す る が 、 監 査 を す る 際

に 、 必 要 に な る 具 体 的 な 監 査 技 能 の 分 析 が で

き て い な い と 思 う 。 ま た 個 人 別 の ス キ ル も 、

一 覧 で 明 ら か に さ れ て い な い た め 、 計 画 通 り

の 監 査 を 実 行 す る の に 、 部 全 体 と し て 、 必 要

な ス キ ル の 内 容 、 必 要 な ス キ ル の レ ベ ル 、 必

要 な ス キ ル を 持 っ た 内 部 監 査 人 の 人 員 数 な

ど に 関 し 、 充 足 で き て い る ス キ ル と 、 不 足 し

て い る ス キ ル が 明 ら か に さ れ て い な い 。 特 に

不 足 し て い る ス キ ル に 関 し て は 、 誰 （ 何 人 ）

に い つ ま で に 、 ど の レ ベ ル ま で 、 習 得 さ せ る

か を 、 き ち っ と 部 内 を 統 合 し た 計 画 を 立 て る

べ き だ と 思 う 。  

                                     

２ 、「 実 施 基 準 」 の 理 解 と わ が 社 の 内 部 監 査

の 現 状  

 イ ） ２ １ ０ ０ － 業 務 の 内 容  

「 内 部 監 査 部 門 は 専 門 職 と し て 規 律 あ る

姿 勢 で 体 系 的 な 手 法 を 用 い 、 ガ バ ナ ン ス 、

リ ス ク ・ マ ネ ジ メ ン ト お よ び コ ン ト ロ ー ル

の 各 プ ロ セ ス を 評 価 し 、 各 々 の 改 善 に 貢 献

し な け れ ば な ら な い 。」  

 ロ ） ２ １ １ ０ － ガ バ ナ ン ス  

「 内 部 監 査 部 門 は 、 次 に 掲 げ る 目 標 を 達 成

す る た め の ガ バ ナ ン ス ・ プ ロ セ ス を 評 価 し 、

そ の 改 善 の た め の 適 切 な 提 言 を し な け れ

ば な ら な い 。 ガ バ ナ ン ス ・ プ ロ セ ス の 目 標

は 次 の と お り  

・ 組 織 体 に お い て 、 適 切 な 倫 理 観 と 価 値 観

を 高 め る 。  
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・ 組 織 体 の 業 務 遂 行 に 有 効 な マ ネ ジ メ ン ト

と ア カ ウ ン タ ビ リ テ ィ を 確 保 す る 。  

・ リ ス ク と コ ン ト ロ ー ル に 関 す る 情 報 を 、

組 織 体 の 適 切 な 部 署 に 伝 達 す る 。  

・ 取 締 役 会 、 外 部 監 査 人 、 内 部 監 査 人 お よ

び 最 高 経 営 者 （ m a n a g e m e n t ） 間 の 活 動 を コ

ー デ ィ ネ ー ト し 、 そ れ ら の 間 の 情 報 を 伝 達

す る 。」          

 注 １ ３  

 

 内 部 監 査 部 門 は 、 ガ バ ナ ン ス ・ プ ロ セ ス の

評 価 を 行 い 、 次 の ３ 点 を 実 現 す る 。 ① 組 織 体

の 適 切 な 「 倫 理 観 」「 価 値 観 」 を 保 持 し た り 、

② リ ス ク と コ ン ト ロ ー ル に 関 す る 内 部 監 査 結

果 を 、 対 象 部 門 に 伝 達 し 、 ③ 取 締 役 会 、 外 部

監 査 人 の 間 で の 情 報 （ 外 部 監 査 報 告 書 ）、 取 締

役 会 と 内 部 監 査 人 の あ い だ で の 情 報 （ 職 能 上

の 報 告 ： 内 部 監 査 報 告 書 ）、 内 部 監 査 人 と 外 部

監 査 人 と の 『 調 整 』 お よ び 内 部 監 査 人 と 各 経

営 管 理 者 間 で 伝 達 さ れ る 情 報 （ 部 門 運 営 上 の

報 告 ） を 通 し て 最 適 化 を 実 現 す る 。  

 ま た 取 締 役 会 に よ る 「 ガ バ ナ ン ス ・ プ ロ セ

ス 」 の 目 標 は 、 ① コ ン プ ラ イ ア ン ス 、 ② 一 般  

客 、 取 引 先 よ り は 、 自 分 た ち の 利 益 を よ り 強

く 追 求 し す ぎ て い な い か 、 社 会 的 な 最 適 化 を

図 っ て 行 こ う と い う 社 会 的 期 待 の 充 足 、 ③ 社

会 全 般 の 利 益 （ w e l f a r e ） や 利 害 関 係 者 の 利 益

（ 株 主 価 値 ） を 高 め る 社 会 貢 献 （ Ｃ Ｓ Ｒ ） ④

ア カ ウ ン タ ビ リ テ ィ （ 説 明 責 任 ） の 保 証 の 以

上 ４ 点 を ガ バ ナ ン ス ・ プ ロ セ ス の 目 標 に 掲 げ
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て い る 。  

 

ハ ） ２ １ ２ ０ － リ ス ク ・ マ ネ ジ メ ン ト  

「 内 部 監 査 部 門 は リ ス ク ・ マ ネ ジ メ ン ト ・

プ ロ セ ス の 有 効 性 を 評 価 し 、 リ ス ク ・ マ ネ

ジ メ ン ト ・ プ ロ セ ス の 改 善 に 貢 献 し な け れ

ば な ら な い 。」  

  注 １ ４  

内 部 監 査 部 門 は 、 ① 財 務 お よ び 業 務 に 関 す

る 情 報 の 信 頼 性 と イ ン テ グ リ テ ィ （ 完 全 性 ）  

② 業 務 の 有 効 性 と 効 率 性 、 ③ 資 産 の 保 護 、 ④

法 律 、 規 則 お よ び 契 約 の 遵 守 な ど が リ ス ク に

曝 さ れ て い る 度 合 い （ r i s k  e x p o s u r e ） を 評 価

し 、 リ ス ク ・ マ ネ ジ メ ン ト ・ プ ロ セ ス （ リ ス

ク の 識 別 、 評 価 、 対 応 ） を 評 価 す る 。 こ こ で 、

『 リ ス ク の 識 別 』 と は 、 事 象 を リ ス ク か 事 業

機 会 か に 分 類 す る こ と で あ り 、『 リ ス ク の 評

価 』 と は 、 発 生 可 能 性 （ p o s s i b i l i t y ） と 影 響

度 （ i m p a c t ） を 図 る こ と で あ る 。 ま た 『 リ ス

ク の 対 応 』 は 、 ① 『 回 避 』（ リ ス ク の 原 因 と な

る 行 動 を や め る ）、 ② 『 低 減 』 リ ス ク の 大 き さ

を 減 ら す た め バ ッ ク ア ッ プ な ど を と る こ と 、

③ 『 共 有 』（ 移 転 ） は 火 災 保 険 契 約 等 に よ り 損

害 保 険 会 社 と リ ス ク を 共 有 し 、 発 生 に よ る 影

響 度 を 減 ら す こ と 。 ④ 『 受 容 』 は 、 事 象 は リ

ス ク で は な く 、 事 業 機 会 と 捉 え 、 特 に な に も

対 応 し な い 。 リ ス ク の 影 響 度 に 応 じ て 、 経 営

者 が 対 応 を 決 定 す る 。  

二 ） ２ １ ３ ０ － コ ン ト ロ ー ル  

「 内 部 監 査 部 門 は 、 コ ン ト ロ ー ル 手 段 の 有
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効 性 と 効 率 性 を 評 価 し 、 継 続 的 な 改 善 を 進

め る こ と に よ り 、 組 織 体 が 有 効 な コ ン ト ロ

ー ル 手 段 を 維 持 す る こ と に 役 立 た な け れ

ば な ら な い 。」  

注 １ ５  

 内 部 監 査 部 門 は 、 ① コ ン ト ロ ー ル プ ロ セ ス

の 有 効 性 、 効 率 性 の 評 価 、 ② コ ン ト ロ ー ル ル

ー プ に よ る 継 続 的 な 改 善 、 ③ 効 果 的 な コ ン ト

ロ ー ル 手 段 の 維 持 の 支 援 を 、 役 割 と し て 担 っ

て い る 。  

 ま た 、 コ ン ト ロ ー ル プ ロ セ ス が 機 能 し て い

な く て は な ら な い 分 野 は 、 ① 財 務 お よ び 業 務

の 信 頼 性 、 完 全 性 、 ② 組 織 体 業 務 の 効 率 性  

有 効 性 （ 設 定 目 標 の 達 成 ）、 ③ 資 産 が 確 実 に 保

全 さ れ て い る こ と 、 ④ 組 織 体 が 、 法 律 、 契 約 、

規 制 に 準 拠 し て い る こ と の 以 上 ４ 点 で あ る 。  

 わ が 社 で は 、 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 業 務 は 、 本

部 で は 、 情 報 シ ス テ ム 部 門 が 全 般 を 担 当 し 、

各 部 署 に 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 担 当 を 置 い て い

る 。  

例 え ば 、 W i n d o w s  u p d a t e  な ど は 、 各 部 署

の セ キ ュ リ テ ィ 担 当 が 管 理 し 、 実 際 の 作 業 は

各 個 人 が 行 う 。 ま た 、 各 部 署 の セ キ ュ リ テ ィ

担 当 が ユ ー ザ ー 管 理 台 帳 の 管 理 や 、 パ ス ワ ー

ド 管 理 、 サ ー バ ー ル ー ム の 入 退 出 管 理 な ど も

行 っ て い る 。 本 部 の 情 報 シ ス テ ム 部 門 は 、 ネ

ッ ト ワ ー ク 管 理 （ フ ァ イ ア ー ウ ォ ー ル な ど ）

や 各 部 署 の ア ク セ ス 権 の 管 理 や 情 報 セ キ ュ

リ テ ィ 担 当 の 業 務 を 管 理 し て い る 。  

 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 監 査 は 、 定 期 的 に 行 っ て
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い る 。 情 報 シ ス テ ム 部 門 宛 に 事 前 に 予 備 調 査 、

情 報 収 集 を 行 う と 同 時 ぐ ら い の タ イ ミ ン グ

で 、 ま ず 情 報 シ ス テ ム へ の 侵 入 テ ス ト を 行 う 。

そ の 後 、 現 場 に 行 っ て 、 ① 個 人 情 報 な ど の 情

報 資 産 の 管 理 、 ② ア ク セ ス 権 の 管 理 、 ③ コ ン

ピ ュ ー タ ウ ィ ル ス へ の 対 策 、 ④ 情 報 シ ス テ ム

の 取 得 、 開 発 、 保 守 、 ⑤ 情 報 シ ス テ ム の コ ン

プ ラ イ ア ン ス な ど を 『 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 管 理

規 定 』 な ど を 規 定 し た 整 備 状 況 と 実 際 の 運 用

状 況 に 関 し 監 査 を 実 施 す る 。  

 ま た 、 各 部 署 に 至 っ て も 、 ① サ ー バ ー ル ー

ム の 入 退 出 記 録 を 確 認 、 実 際 の 担 当 者 以 外 の

入 退 室 の 確 認 、 担 当 者 の 不 要 な 長 時 間 滞 留 等

を チ ェ ッ ク し 、 不 正 を 監 査 。 ② ま た ユ ー ザ ー

管 理 台 帳 は 、 転 出 者 の 消 し 忘 れ を チ ェ ッ ク 。

③ ア ク セ ス 権 に 関 し て は 、 承 認 権 限 者 が 、 権

限 の な い 部 下 に 承 認 を 頼 ん で い な い か 、 ま た

は 部 下 が 、 承 認 権 限 者 の パ ス ワ ー ド を 無 断 で

使 用 し て い な い か な ど を チ ェ ッ ク 。 ④ ク ラ イ

ア ン ト の 磁 気 テ ー プ を 預 か っ て い る 場 合 は 、

フ ァ イ ル 保 護 リ ン グ が 使 わ れ て い る か な ど

を 監 査 。 ⑤ 部 署 の 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 担 当 者 は

定 期 的 に 情 報 セ キ ュ リ テ ィ に 関 し て の 勉 強

会 を や っ て い る か な ど も 確 認 す る 。 ⑥ Ｐ Ｄ Ｃ

Ａ の サ イ ク ル で 情 報 セ キ ュ リ テ ィ の 改 善 を

行 っ て い る か な ど を 監 査 し て い る 。 前 述 し た

と お り 、 監 査 部 に は 情 報 シ ス テ ム に 詳 し い 人

間 が 多 い た め 、 あ る 程 度 の レ ベ ル は 保 た れ て

い る と 思 う 。  
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ま と め  

以 上 の よ う に 、〔 １ 〕 Ｉ Ｉ Ａ 「 国 際 基 準 」

又 は 日 本 内 部 監 査 協 会 「 内 部 監 査 基 準 」 を 包

含 す る 「 内 部 監 査 の 専 門 的 実 施 の 国 際 フ レ ー

ム ワ ー ク 」 の 概 要 で は 、 １ 、 内 部 監 査 の 専 門

的 実 施 の 国 際 フ レ ー ム ワ ー ク 」 の 概 要 に つ い

て 、 ２ 、 内 部 監 査 の 専 門 的 実 施 の 国 際 フ レ ー

ム ワ ー ク 」 の 個 々 の 要 素 に つ い て 、〔 ２ 〕「 国

際 基 準 」 の 理 解 で は 、 １ 、「 Ｉ Ｉ Ａ 「 国 際 基

準 」 の 構 成 、 ２ 、  Ｉ Ｉ Ａ 「 国 際 基 準 」 の 目

的 に つ い て 、〔 ３ 〕 わ が 社 の 内 部 監 査 の 現 状

で は  １ 、「 人 的 基 準 」 に つ い て の 理 解 と わ

が 社 の 現 状 、 ２ 、「 実 施 基 準 」 に つ い て の 理

解 と わ が 社 の 現 状 に つ い て 論 述 し て き た の

で あ る 。  

第 一 番 目 の Ｉ Ｉ Ａ 「 国 際 基 準 」 遵 守 に 向 け

た 、 わ が 社 の 内 部 監 査 の 課 題 は 内 部 監 査 人 の

客 観 性 の 『 基 準 １ １ ２ ０ － 個 人 の 客 観 性 』 の

と こ ろ に あ る 。 仮 に 、 内 部 監 査 人 本 人 が 、 報

酬 を 増 や し た い と 考 え 、 業 績 の い い 部 署 に 異

動 し た い と 考 え て い る 。 今 回 の 監 査 は 、 そ の

業 績 の い い 部 署 で あ る 。 自 分 が 多 く 指 摘 を す

れ ば 、 そ の 部 署 の 上 司 に 睨 ま れ 、 異 動 は 難 し

く な る の で 、 指 摘 は し な い で 置 こ う と 考 え る 。

こ の 行 為 は 、『 基 準 』 の 『 個 人 の 客 観 性 』 が

侵 害 さ れ て い る の で は な い か と 思 う 。 し か し 、

こ の 客 観 性 の 侵 害 を 発 見 で き な い こ と も 事

実 で あ る 。 こ う い う 事 例 は 意 外 と 多 い の で は

な い か と 思 う 。  

第 2 番 目 の Ｉ Ｉ Ａ 「 国 際 基 準 」 遵 守 に 向 け
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た 、 わ が 社 の 内 部 監 査 の 課 題 は 、 内 部 監 査 人

の 専 門 的 な 能 力 の 確 保 で あ る 「 基 準 １ ２ １ ０

熟 達 し た 専 門 的 能 力 」 の と こ ろ に あ る 。 内 部

監 査 ス タ ッ フ の 「 経 営 管 理 の 知 識 」 の 不 足 に

よ り 、『 業 績 監 査 』 に 踏 み 込 め な い で い る 。

わ が 社 に は 、 現 在 、「 全 体 監 査 」 と 称 し て  

事 業 部 単 位 を 評 価 す る 監 査 が あ る 。 具 体 的 に

は 、 組 織 運 営 （ 組 織 変 更 の 影 響 な ど ）、 人 事

（ 勤 怠 関 係 な ど ）、 経 理 支 払 関 係 、 受 委 託 業

務 を 総 合 的 に 評 価 す る 。 し か し 事 務 監 査 の 色

彩 が 強 く 、 業 績 評 価 や 、 経 営 戦 略 の 有 効 性 、

妥 当 性 評 価 と い っ た 明 日 に つ な が る 監 査 が

で き て い な い の が 残 念 に 思 う 。  

仮 に こ の 「 業 績 評 価 」、「 経 営 戦 略 の 有 効 性

評 価 」 を 外 部 の コ ン サ ル テ ィ ン グ に ア ウ ト ソ

ー シ ン グ し よ う と し て も 、 社 内 の 機 密 事 項 に

触 れ る と い う こ と で 、 逡 巡 し て し ま う 。 ま た

コ ン サ ル テ ィ ン グ 会 社 の 的 確 性 を 判 断 す る

こ と も 決 し て 容 易 で は な い の で 、 最 適 な コ ン

サ ル テ ィ ン グ 会 社 を 探 す の が 難 し い 。 結 果 と

し て 、 外 部 に よ り 、 予 定 監 査 範 囲 に 必 要 な 専

門 的 な 能 力 を 満 た す こ と が で き な い の で あ

る 。  

故 に 、 ま ず は 現 状 の 内 部 監 査 人 ス タ ッ フ の

ス キ ル の 詳 細 な 把 握 を き ち ん と し て 、 次 に 中

期 ベ ー ス で の 監 査 計 画 に 必 要 な 監 査 ス キ ル

の 洗 い 出 し を し た 上 で 、 専 門 的 能 力 （ 業 績 評

価 、 戦 略 の 有 効 性 評 価 な ど ） 獲 得 の 人 材 育 成

計 画 を 作 り 、 実 践 し て 行 か な け れ ば な ら な い

の だ と 思 う 。  
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以 上 が 「 基 準 」 遵 守 に 向 け た 、 わ が 社 の 内

部 監 査 上 の 課 題 と し て 残 る 。  
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